
和歌山県条例第 4 5 号 

   津波からの円滑な避難に係る避難路沿いの建築物等の制限に関する条例 

平成 2 4 年 7 月 6 日公布 

 

 （目的） 

第 1 条 この条例は、地震によって倒壊した建築物等が津波からの避難の際に避難路の通行を妨げること

を防止するため、津波からの円滑な避難に支障を生ずるおそれのないよう県及び避難路沿いの建築物等

の所有者、管理者又は占有者（以下「所有者等」という。）の責務を定めるとともに、避難路沿いの建

築物等の制限その他必要な事項を定めることにより、避難路における避難の際の安全性の向上を図り、

もって県民の生命及び身体の保護に寄与することを目的とする。 

 （定義） 

第 2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

 (1) 建築物等 建築物その他の土地に定着する工作物のうち規則で定めるものをいう。 

 (2) 避難路 災害対策基本法（昭和36年法律第2 2 3号）第42条第 1 項に規定する市町村地域防災計画に

避難路として定められた道をいう。 

 (3) 避難路沿いの建築物等 避難路の中心線から規則で定める水平距離の範囲内にある建築物等をいう。 

 (4) 耐震診断 建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成 7 年法律第1 2 3号）第 2 条第 1 項に規定す

る耐震診断をいう。 

 (5) 耐震改修等 第 6 条第 1 項に規定する基準に適合させることを目的として建築物等の増築、改築、

修繕若しくは模様替若しくは敷地の整備をすること又は当該基準に適合しない建築物等の全部若しく

は一部を除却し、若しくは移転することをいう。 

 （県の責務） 

第 3 条 県は、市町村と連携し、津波からの円滑な避難に支障を生ずるおそれのないよう避難路沿いの建

築物等の耐震診断及び耐震改修等の促進並びに適切な維持保全に関する施策を総合的に推進するものと

する。 

 2  県は、市町村において避難路沿いの建築物等の耐震診断及び耐震改修等の促進並びに適切な維持保全

に関する施策が講じられるよう、市町村に対し、情報の提供その他必要な協力を行うものとする。 

 （所有者等の責務） 

第 4 条 避難路沿いの建築物等の所有者等は、当該避難路沿いの建築物等について、津波からの円滑な避

難に支障を生ずるおそれのないよう耐震診断及び耐震改修等を行うとともに、適切に維持保全をするよ

うに努めなければならない。 

 （特定避難路の指定） 

第 5 条 知事は、津波防災地域づくりに関する法律（平成23年法律第1 2 3号）第 8 条第 1 項に規定する津

波浸水想定（以下「津波浸水想定」という。）を踏まえ、次項の規定による提案が行われた場合におい

て、津波からの円滑な避難のため特に重要と認める避難路を特定避難路として指定することができる。 

 2  市町村長は、規則で定めるところにより、知事に対し、当該市町村の区域に係る避難路のうち、津波

からの円滑な避難のため特に重要と認めるものを特定避難路として指定することを提案することができ

る。 



 3  知事は、津波浸水想定を踏まえ、第 1 項の規定による指定をする必要があると認める区域がある場合

にあっては、当該区域を管轄する市町村長に対し、前項の規定による提案をするよう要請することがで

きる。 

 4  知事は、第 1 項の規定により特定避難路を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長及び

避難路沿い建築物等対策審議会の意見を聴かなければならない。 

 5  知事は、第 1 項の規定により特定避難路を指定しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるとこ

ろにより、その旨を公告し、その案を当該公告の日から 2 週間公衆の縦覧に供しなければならない。 

 6  知事は、第 1 項の規定により特定避難路を指定する場合には、その旨及びその位置を公示するととも

に、関係市町村長に通知しなければならない。 

 7  特定避難路の指定は、前項の規定による公示によってその効力を生じる。 

 8  知事は、第 1 項の規定による指定を行うため必要があると認めるときは、関係市町村長に対し、資料

の提出その他必要な協力を求めることができる。 

 9  前各項の規定は、特定避難路の指定の変更又は解除について準用する。 

 （特定避難路に係る避難路沿いの建築物等の制限） 

第 6 条 前条第 1 項の規定により指定された特定避難路に係る避難路沿いの建築物等は、当該特定避難路

からの離隔距離に応じ、地震による倒壊により津波からの円滑な避難に支障を生ずるおそれのないもの

として、規則で定める基準に適合するものでなければならない。  

 2  前項の規定は、次に掲げる建築物等については、適用しない。 

(1) 文化財保護法（昭和25年法律第2 1 4号）の規定により、国宝、重要文化財、特別史跡名勝天然記念

物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され、若しくは仮指定され、又は登録有形文化財若しくは

登録記念物として登録された建築物等 

(2) 和歌山県文化財保護条例（昭和31年和歌山県条例第40号）第 3 条第 1 項の規定により指定文化財と

して指定された建築物等 

(3) 文化財保護法第1 8 2条第 2 項の規定に基づく市町村の条例の規定により重要な文化財として指定さ

れた建築物等 

(4) 前 3 号に掲げるものを除き、前条第 1 項の規定による指定の際現に存する建築物等で前項に規定す

る基準に適合しないもの（前条第 1 項の規定による指定のあった日以降に耐震改修等に着手したもの

を除く。） 

 （耐震改修等の措置の勧告及び命令） 

第 7 条 知事は、前条第 2 項各号に掲げる建築物等を除き、同条第 1 項に規定する基準に適合しない第 5

条第 1 項の規定により指定された特定避難路に係る避難路沿いの建築物等の所有者等に対し、相当の期

限を定めて、耐震改修等の措置をとることを勧告することができる。 

 2  知事は、前項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告に係る避難路沿いの建

築物等の所有者等に意見を述べる機会を与えるとともに、当該避難路沿いの建築物等の所在地を管轄す

る市町村長及び避難路沿い建築物等対策審議会の意見を聴かなければならない。 

 3  知事は、第 1 項の規定による勧告を受けた避難路沿いの建築物等の所有者等が、正当な理由なく、そ

の勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、当該避難路沿いの建築物等の所在地その他規則

で定める事項を公表することができる。この場合において、知事は、あらかじめ、当該勧告を受けた者



に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。 

 4  知事は、第 1 項の規定による勧告を受けた避難路沿いの建築物等の所有者等が当該勧告に従わなかっ

たときは、当該避難路沿いの建築物等の所有者等に対し、相当の期限を定めて、耐震改修等の措置をと

ることを命ずることができる。 

 5  第 2 項及び第 3 項の規定は、前項の規定による命令について準用する。 

 （円滑な避難に著しく支障を生ずるおそれのある建築物等に対する措置） 

第 8 条 知事は、第 6 条第 2 項第 4 号に規定する建築物等のうち、第 5 条第 1 項の規定により指定された

特定避難路に係る避難路沿いの建築物等が当該特定避難路における津波からの円滑な避難に著しく支障

を生ずるおそれがあるものとして規則で定めるものに該当する場合は、当該避難路沿いの建築物等の所

有者等に対し、相当の期限を定めて、耐震改修等の措置をとることを勧告することができる。 

 2  知事は、前項の規定による勧告を受けた避難路沿いの建築物等の所有者等が当該勧告に従わなかった

ときは、当該避難路沿いの建築物等の所有者等に対し、相当の期限を定めて、耐震改修等の措置をとる

ことを命ずることができる。 

 3  前条第 2 項及び第 3 項の規定は、第 1 項の規定による勧告及び前項の規定による命令について準用す

る。 

 （報告及び立入調査） 

第 9 条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、第 5 条第 1 項の規定により指定された特定避難

路に係る避難路沿いの建築物等の所有者等に対し、当該避難路沿いの建築物等について報告を求め、又

はその職員に当該避難路沿いの建築物等若しくはその存する土地に立ち入り、その状況を調査させるこ

とができる。 

 2  前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければ

ならない。 

 3  第 1 項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

 （避難路沿い建築物等対策審議会の設置等） 

第10条 避難路沿いの建築物等の制限に関する重要事項について、調査審議するため、避難路沿い建築物

等対策審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

 2  審議会は、この条例に定めるもののほか、避難路沿いの建築物等の制限に関する重要事項について、

知事の諮問に応じて調査審議するものとする。 

 3  審議会は、避難路沿いの建築物等の制限に関する重要事項について、知事に意見を述べることができ

る。 

 （組織） 

第11条 審議会は、委員 7 人以内で組織する。 

 2  委員は、法律、防災又は建築に関し優れた識見を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることがで

きる者のうちから、知事が任命する。 

 3  委員の任期は、 2 年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任

期間とする。 

 4  委員は、再任されることができる。 

 （会長及び副会長） 



第12条 審議会に、会長及び副会長 1 人を置く。 

 2  会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。 

 3  会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

 4  副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第13条 審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集する。ただし、委員の全員が新たに任命

された後最初に開催される会議は、知事が招集する。 

 2  会長は、会議の議長となる。 

 3  会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

 4  審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

 （庶務） 

第14条 審議会の庶務は、県土整備部において処理する。 

   附 則 

 この条例は、平成25年 4 月 1 日から施行する。 


